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・ 働き方改革（業務プロセスの改善・業務効率化の工夫等）及び女性の活躍推進に関する取り組み

・

・

・

・

・ 出前講座、工事現場視察等を通した地域住民サービスの向上に関する取り組み

・

２.

約１４０の発表論文を予定しているが、定数を超えた場合など発表ができない場合もある。

３.

（１） ：

（２） ： １題２０分 （準備等１分、発表１２分、質疑応答等７分）とする。

行政事務の執行により生じる法的諸問題に関する取り組み

改築、改修工事の施工に関する取り組み

発 表 者

発 表 方 法

河川、道路及び港湾管理上の諸問題（占使用、敷地管理、管理瑕疵等）の解決に向けた取り組み

発 表 時 間

一 般 部 門 （ 安 全 ・ 安 心 ）

防災・減災、災害復旧・復興等に関する取り組み

用地取得計画及び用地取得、損失補償上の難航事案解決への取り組み

人材育成に関する取り組み

工事施工における安全管理対策に関する取り組み

生産性向上（i-Construction）に関する取り組み

アカウンタビリティに関する取り組み

ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ ・ 行 政 サ ー ビ ス 部 門

景観整備、景観保全、シビックデザイン等に関する取り組み

競争力強化に関する取り組み（ストック効果の最大化、国際競争力の強化、新市場創出）

社会資本整備のメンテナンスに関する取り組み

一 般 部 門 （ 活 力 ）
インフラ整備と一体となった地域活性化等についての取り組み

新工法、新技術の活用に関する取り組み

イ ノ ベ ー シ ョ ン 部 門

建設リサイクルに関する取り組み

観光立国の実現と美しい国づくりに向けた取り組み

環境保全、環境対策等に関する取り組み

ユニバーサル社会の実現に向けた取り組み

コンパクトシティの推進、官民連携によるまちづくり等の都市再生に関する取り組み

発表論文数について

（各現場（地域）における工夫した提案、及び施工事例の報告等）

新手法（オープンデータ、ビックデータ等）を用いた調査、計画、設計に関する取り組み

コスト縮減に関する取り組み

各事業実施段階における民意の反映に関する取り組み

令和３年度 近畿地方整備局研究発表会 応募要領（論文発表）

安全・安心なまちづくりや住まいづくりに関する取り組み

安全・安心かつ効率的で円滑な交通に関する取り組み

　応募論文は、今後の社会資本整備の推進に資するものとし、以下の４部門において発表を行う。
発表論文については原則未発表のものとする。

論 文 に つ い て

新たな行政需要に関する取り組み

発表者とは、論文作成者（論文に記載された連名者も含む）とし、発
表は1名で行うものとする。（1人１論文とする。）
※上記以外は代理発表者とみなす。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては本局会場とサテライト会場をテレビ会議システ
ム方式で繋ぐWeb開催とする場合があります。



４.

① 近畿地方整備局 ② 国土地理院近畿地方測量部

③ 近畿農政局 ④ 近畿中国森林管理局

⑤ 近畿管内地方公共団体

⑥ 関係機関（独立行政法人、特殊法人、地方公社、公益法人、公益民間企業等）

⑦

⑧ 学校（学生、教員）

※発表者が学校の教員の場合は、表彰の選定対象となりません。

５.

（１）

：

： 様式－１、様式－２

： メール（メールでの提出が難しい場合は御連絡ください）

： kkr-kinki-happyou@mlit.go.jp

※「様式－１ 記入要領」「様式－２ 記入要領」を参照

 

（２）

：

：

： 別添「論文作成要領」のとおり。

：

　そのため、電子データ（ｐｄｆ形式）での提出とする。（データの容量は３ＭＢ程度以内とする）

※提出期限日以降の提出・差替については減点事項として取り扱いさせていただきます。

（３） 発表用電子データ（パワーポイント）

：

：

： 別添「発表用電子データ作成要領」のとおり。

：

※提出期限日以降の提出・差替については減点事項として取り扱いさせていただきます。

※発表当日の差替については対応いたしません。

（４） 本論文及び発表用電子データの提出先

後日発表者へ通知する。

提 出 期 限 （金）

論 文 テ ー マ

作 成 方 法

対 象 者

※本論文は発表会に先立って、事前にホームページ上で公表する。

提 出 期 限

令 和 3 年 2 月 19 日

民間（建設業、建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業、地質調査業、その他近
畿地方整備局研究発表会運営委員会委員長が認めた者）

詳細は、発表論文決定後、発表者に通知する。

提 出 期 限

作 成 方 法

発表用電子データ（パワーポイント）

詳細は、別途提出依頼時に通知する。

提 出 方 法

（金）

本 論 文

応 募 方 法

令 和 3 年 6 月 11 日

提 出 物

提 出 方 法

提 出 方 法

提 出 物

論文（A４　４ページ以上６ページ以内）提 出 物

提出先e-mail

（水）令 和 3 年 6 月 2 日

※集約の関係上、研究発表会ホームページからダウンロード
　した様式を使用してください。

※論文テーマ集約後、発表論文及び発表部門を決定し、発表者へ連絡する。
　　（３月初旬予定）

※発表部門については、募集状況により希望部門で発表できないこともある。



６.

・別添審査要領により、審査・表彰を行う。

・審査は、論文審査と発表審査（プレゼンテーション力）の総合評価により行う。

：

：

活躍が特に期待できるもの。

・民間も含めた全論文発表者とする。

・ただし、発表者が学校の教員の場合は、表彰の選定対象としない。

・代理発表については、論文審査のみの評価を行う。

・表彰状は論文に記載された発表者（連名者を含む）に授与する。

　※代理発表の場合であっても、表彰状は論文に記載された発表者（連名者を含む）に授与する。

・後日、希望者本人に限り審査結果を提示するものとする。

７.

優秀賞を受賞した者の中から国土交通省国土技術研究会への推薦を行う（民間受賞者を除く）。

８.

　 （１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

 （８）

 （９）

（10）

（11）

 （12）

（13）

・発表論文の中から、各部門（ただし、各部門において会場が複数に分かれる場合は各会場）毎
　に以下に示す各賞を、発表者に賞する。

発表方法は原則としてパソコンを使用するものとする。
（具体的な発表方法は発表論文決定後、通知する）

発表論文については、希望部門で発表できないこともある。

発表論文は、広く一般に公表するものとする。
（本論文は事前にホームページで公開）

論文作成者の創意工夫及び努力の程度が特に顕著なもの及び今後の

国 土 交 通 省 国 土 技 術 研 究 会 へ の 推 薦

近畿地方整備局管内において実施された内容の論文に限る。ただし、地域にとらわれな
い一般論的な研究で、近畿も含め幅広く活用できる研究は応募可能とする。

近畿地方整備局の期間業務職員については、論文作成者（連名者）としてのみ認めるもと
し、応募にあたっては事前に関係官署と十分調整を行うこと。
なお、発表は必ず職員が行うものとする。

発表する論文の内容は、公共事業に応用、活用できるものとし、原則として未発表のもの
に限る。
ただし、継続研究については、新たな知見が得られている場合に限り発表ができるものと
する。

審 査 ・ 表 彰

発表内容に優れ、国土基盤整備の遂行に寄与すると思われるもの

他の機関の者の所見等を記載する場合は、その記載内容の確認を得ること。

優 秀 賞

そ の 他 留 意 事 項

奨 励 賞

近畿地方整備局と民間等で実施した協働の取り組みを発表する場合は下記のとおりとす
る。
　　①近畿地方整備局が発表するものとする。
　　②民間等が発表する場合は、近畿地方整備局との連名とはしない。

官民共同で実施した取り組みを民間が発表する場合は、その内容について、事前に担当
官署と調整を行うこと。

論文には発表者を含め２名までの連名記載を可能とする。なお、発表者は、原則変更でき
ないものとする。

発表論文内容と特許申請の関係については、各自で事前に対応すること。

過去に研究成果の中間報告を発表している論文については、様式－１に「関連論文名」と
「発表年度」を必ず記入すること。

単なるＰＲ的な論文や論文内容が研究発表会の目的にそぐわない場合は受け付けない。



９.
近畿地方整備局 企画部 技術調査課　　　　課長補佐　菅沼　（内線３２５２）

教習係長　堀　（内線３３３１）

総務部　総務課 建設専門官　山本　（内線２３５４）

： 〒540-8586　大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第１号館

： ０６－６９４２－１１４１（ＦＡＸ：０６－６９４２－７８２５）

※研究発表会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ（http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/index.html）

　　なお、近畿地方整備局の外部ホームページからもアクセスできます。

T E L

問 い 合 わ せ 先

住 所


